
生駒市地域公共交通活性化協議会分科会規程 

 

令和元年 ５月１７日制定 

令和２年１２月２３日改正 

令和５年 ７月１９日改正 

令和６年 ６月２８日改正 

令和８年 ４月１日改正 

 

 

（趣旨） 

第１条 この分科会は、生駒市地域公共交通活性化協議会規約（以下「規約」と

いう。）第１１条の規定に基づき協議事項等に関して専門的な調査及び検討を

行うものである。 

 

（組織） 

第２条 分科会は、下表に掲げる委員を持って組織する。 

 

（会議の運営等） 

第３条 分科会は、分科会会長が招集し、副会長は、委員の中から分科会会長が

指名する。分科会の運営については、規約第９条第２項から第８項を準用する

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学識経験者 土井 勉 

学識経験者 室﨑 千重 

奈良交通株式会社 自動車事業本部 

乗合事業部 
統括部長 

一般社団法人奈良県タクシー協会 

生駒市部会 
代表 

エコネットいこま代表 矢田 千鶴子 

公募市民委員 木村 美恵子 

公募市民委員 坂上 和子 

生駒市 副市長 ◎ 

◎分科会会長 

〇分科会副会長 
〇 



 附則 

この規程は、令和元年５月１７日から施行する。 

この規程は、令和２年１２月２３日から施行する。 

この規程は、令和５年７月１９日から施行する。 

この規程は、令和６年６月２８日から施行する。 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


